
別紙6
１.補助金支出一覧(令和８年度予算)

（単位：円）

1
計画調整局

計画部
都市計画課

地域景観づくり活動費
助成金

地域景観づくり推進団
体及び地域景観づくり
協定の代表者

600,000 600,000

市民や事業者による地域主導の景観まちづくりの取り
組みを促進するため、地域の個性ある景観形成に向け
た自主的なルールづくりやルールの運用を支援するこ
とを目的とする

大阪市が認定した地域景観づくり推進団体及び地域景観づくり協定の締結者の代表者に対し、活動に必要な経費の1/2以内で限度額30
万円/年を最長5年間助成する（ただし活動支援3年、運用支援2年とし、活動支援期間中の協定策定を継続の前提条件とする）
また、地域景観づくり協定にかかる経費（協定策定時に作成する周知パンフレットのデザイン及び印刷経費や周知にかかる費用）に
対して1/2以内で20万円を限度（1回限り）に助成する

H29 R9

2
計画調整局

計画部
都市計画課

まちづくり活動支援制
度に基づく助成金

大阪市が認定したまち
づくり推進団体

750,000 750,000

地域の実情に応じた住み良いまちづくりを市民と市が
協力して推進するにあたり、住民等による自発的なま
ちづくり活動を支援することを目的とする

本市が認定したまちづくり推進団体に対し、活動に必要な経費の1/2以内(補助上限:30万円)を5年間補助し、また、まちづくり構想策
定年度(1回限り)は構想印刷配布経費の1/2以内(補助上限:20万円)を補助する

H9 R8

3
計画調整局

計画部
都市計画課

エリアマネジメント活
動促進事業補助金

本市が認定する年度計
画に基づき都市利便増
進施設の整備等を行う
都市再生推進法人

37,773,000 37,567,000

市民等の発意と創意工夫を活かした質の高い公共空間
の創出及び維持発展を促進するため、本市が認定する
年度計画に基づき都市利便増進施設の整備等を行う都
市再生推進法人に対して補助を行うことにより、都市
の魅力の向上を図ることを目的とする

エリアマネジメント活動促進条例に基づいて本市が認定した年度計画をもとに実施される都市利便増進施設の一体的な整備または管
理に要する費用に相当する額を、都市再生推進法人に対して、全額補助する(補助上限:認定年度計画に記載された額)

H27 R10

4
計画調整局

計画部
都市計画課

地域再生エリアマネジ
メント負担金制度活用
支援補助金

国の認定を受けた地域
再生計画中の地域来訪
者等利便増進活動実施
団体

0 0

国の認定を受けた地域再生計画中の地域来訪者等利便
増進活動実施団体が実施する地域来訪者等利便増進活
動計画の作成に向けた取組みに対して補助することに
より、地域再生エリアマネジメント負担金制度の導入
の円滑化を図ることを目的とする

国の認定を受けた地域再生計画中の地域来訪者等利便増進活動実施団体を対象とし、地域来訪者等利便増進活動計画の作成に向けた
社会実験等にかかる経費に対して2/3の範囲内（国・市）で補助を行う

R2 R9

5
計画調整局

計画部
都市計画課

地域再生エリアマネジ
メント交付金

地域来訪者等利便増進
活動計画の認定を受け
た地域来訪者等利便増
進活動実施団体

6,521,000 6,521,000

本市が認定する地域来訪者等利便増進活動計画に基づ
き地域来訪者等利便増進活動を行う地域来訪者等利便
増進活動実施団体に対して補助を行うことにより、新
たな賑わいを創出しまちを活性化することを目的とす
る

地域再生法に基づき本市が認定する地域来訪者等利便増進活動計画に位置付けた地域来訪者等利便増進活動に要する費用を、地域来
訪者等利便増進活動実施団体に対して、全額補助する

R5 R8

6
計画調整局

計画部
交通政策課

鉄道安全性向上事業費
補助金(鉄道における南
海トラフ地震対策促進
事業)

耐震補強事業を行う鉄
道事業者または軌道経
営者(ＪＲ・Osaka
Metroを除く)

27,183,000 32,333,000

鉄道施設の耐震補強事業を行う鉄道事業者または軌道
経営者(ＪＲ・Osaka Metroを除く)に対し、事業に要す
る経費の一部を本市が補助することにより、新たに対
象となった民間鉄道施設(高架橋・橋りょう等)の耐震
補強対策を促進し、もって、鉄道利用者や高架下の歩
行者などの市民生活の安全・安心の確保を図ることを
目的とする

今後発生が予測される大規模地震に備え、高架橋・橋梁等の民間鉄道施設について、国の耐震基準に基づき耐震補強の緊急実施を図
る事業に対して、耐震補強に要した本工事、付帯工事費について、国等と協調し補助金1/6以内を交付する

H27 R9
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7
計画調整局

計画部
交通政策課

なにわ筋線整備事業費
補助金

関西高速鉄道(株) 6,633,334,000 6,147,223,000

関西高速鉄道(株)が行うなにわ筋線整備事業にかかる
経費に対し、補助金を交付し、なにわ筋線の整備を促
進することを目的とする

なにわ筋線の整備事業にかかる土木、線路設備、開業設備、用地費(補助対象事業費)に対して、国の地下高速鉄道整備事業費補助制
度に基づき、国等と協調し補助金を交付する(本市負担率:14.28％)

R元 R9

8
計画調整局

計画部
交通政策課

ユニバーサルデザイン
タクシー普及促進事業
補助金

ユニバーサルデザイン
タクシー車両を購入す
るタクシー事業者又は
リース事業者

60,000,000 60,000,000

ユニバーサルデザイン（以下、ＵＤという。）タク
シーの車両本体に係る経費の一部を本市が補助するこ
とにより、ＵＤタクシーの普及促進を図り、子育て世
帯から高齢者、障がいのある方をはじめ大きな荷物を
持った旅行者など誰もが安全・安心で快適に利用でき
る交通環境の整備を図ることを目的とする。

車両１台あたり車両本体価格の1/6または30万円（補助対象事業者が、補助対象車両について、国補助事業に係る補助金の交付を受け
る場合にあっては、当該補助金額に２分の１を乗じて得た額）のいずれか低い方を補助上限額として補助する

R元 R9

9
計画調整局

計画部
交通政策課

鉄道駅舎可動式ホーム
柵等整備事業補助金

鉄道駅舎に可動式ホー
ム柵等を整備する鉄軌
道事業者(Osaka Metro
を除く)

0 45,000,000

鉄道駅舎における可動式ホーム柵等の整備を促進する
ことにより、プラットホームからの転落等を防ぎ鉄道
利用者の安全を確保する

可動式ホーム柵等の整備事業にかかる経費の1/6もしくは１線あたり2,500万円のいずれか低い方の額を上限として補助する

H22 R10

10
計画調整局
開発調整部
開発計画課

大阪シティエアターミ
ナル内公的施設管理運
営補助金

(株)湊町開発センター 398,043,000 439,699,000

(株)湊町開発センター(ＭＤＣ)が管理運営を行う大阪
シティエアターミナル(ＯＣＡＴ)内に設置された公的
施設のうち、特に非収益性・低収益性を有する｢バス
ターミナル｣及び｢公共通路｣の管理運営及び公共施設の
機能を維持するために必要な費用に関し、ＭＤＣに対
して補助金を交付することで、ＯＣＡＴの公的機能を
維持することを目的とする

｢バスターミナル｣及び｢公共通路｣の公的施設の管理運営及び公共施設の機能を維持する事業に要する経費に関して、管理運営費とバ
スターミナルの収入等の差額分及び公共機能維持経費に対して10/10の補助金を交付する

H10 R9

11
計画調整局
開発調整部
開発計画課

大阪ドーム公的施設管
理運営補助金

(株)大阪シティドーム 38,387,000 38,387,000

(株)大阪シティドームが行う大阪ドーム外周に設置さ
れた公的施設の管理運営にかかる経費に関し補助金を
交付することにより、大阪ドームの公的機能を維持す
ることを目的とする

公的施設であるドーム外周デッキの施設管理運営事業にかかる維持管理費等に対して10/10の(補助上限:38,387千円)補助金を交付す
る

H13 R9

12
計画調整局
開発調整部
開発計画課

大阪ドーム施設利用補
助金

(株)大阪シティドーム 50,000,000 50,000,000

（株）大阪シティドームへの補助金交付を通じてドー
ム使用料を減額することにより、ドームの特性を活か
したアマチュアスポーツイベント等の開催を促進し、
スポーツ振興をはじめとする本市施策の促進に寄与す
ることを目的とする

大阪ドームにおける一定規模以上の貸館事業のうち、本市施策の推進に寄与すると本市が認める事業について、（株）大阪シティ
ドームが実際に徴収した使用料と正規使用料との差額の1/2の額と正規使用料の1/3の額のいずれか低い方の額を補助する

H13 R8
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13
計画調整局
建築指導部

監察課

民間建築物吹付けアス
ベスト除去等補助金

一定の要件を満たす吹
付けアスベストの除去
等を行う者

3,700,000 3,700,000

既存建築物に対し、所有者等がアスベスト含有調査・
対策を実施する場合に要する費用の一部を補助するこ
とにより、アスベストによる健康被害に対する市民の
不安を解消し、市民の安全・安心を確保することを目
的とする。

大阪市内の既存建築物にある露出した吹付けアスベストの含有調査や除去工事等の事業に対して、一定要件を満たせばその費用の一
部に補助金を交付する(含有調査:対象費用全額かつ上限金額25万円(1試料あたりの上限は10万円)対策工事:対象費用の1/3かつ戸建住
宅は上限金額20万円、分譲共同住宅及び一般建築物は上限金額100万円)

H18 R10

14
計画調整局
建築指導部
建築確認課

エレベーター防災対策
改修補助金

一定の要件を満たす共
同住宅に設置されてい
るエレベーターの防災
対策改修工事を行う建
物所有者又は管理組合

61,800,000 55,200,000

エレベーターの安全を確保する防災対策改修工事を行
う所有者（管理組合を含む）に対し、その工事に要し
た費用の一部を補助することにより、防災対策の改修
を促進し、もって市民の安全確保を図ることを目的と
する。

エレベーターの安全を確保する防災対策改修工事を行う共同住宅の所有者（管理組合を含む）に対して、対象工事に係る費用の23％
の額を補助する。
・防災対策改修工事
　①Ｐ波感知型地震時管制運転装置の設置
　②主要機器の耐震補強措置
　③戸開走行保護装置の設置
　④釣合おもりの脱落防止対策
　⑤主要な支持部分の耐震化
  ⑥リスタート運転機能
  ⑦自動診断・仮復旧運転機能
・補助上限
　・①～⑤に係る工事：273万１千円/台
　・⑥～⑦に係る工事：86万２千円/台（71万８千円/台［①と併せて整備する場合］）

R4 R9

15
計画調整局
建築指導部

監察課

既存建築物火災安全対
策改修補助金

火災時に多数の者に危
険が及ぶおそれのある
既存不適格建築物を改
修しようとする者

39,200,000 39,200,000

建築基準法令改正前に建てられた現行法令に適合して
いない建築物（いわゆる既存不適格建築物）につい
て、増改築等を行う場合は、建築物全体が現行法令に
適合するよう改修しなければならない。そこで、所有
者等の負担となっている改修費用の一部を補助するこ
とにより、火災時に多数の者に危険が及ぶおそれのあ
る既存不適格建築物の防火上・避難上の安全性の確保
を支援する。
また、既存不適格建築物の火災安全対策は、技術面で
の難しさや事業面での複雑さが存在することから、技
術面又は事業面において工夫が必要となるモデル的取
組に対して支援を行い、効果的な改修方法の周知・普
及を図る。

【火災安全対策改修補助事業】
 市内の既存不適格建築物における火災安全対策改修（直通階段の防火・防煙区画化、退避区画の設置等の改修）を実施する建築物の
所有者、管理者又は占有者に対して、予算の範囲内で、設計費及び工事費を補助する。
・補助上限
　・改修設計：改修設計費用相当額の2/3の額。
　　（ただし、15万円に改修設計を行う階の数を乗じて得た額の2/3が上限。）
　・改修工事：次に掲げる額の合計額。
　　（ただし、135万円に改修工事を行う階の数を乗じて得た額の2/3が上限）
　　①直通階段の増設に要する費用相当額の2/3の額。
　　　（ただし、120万円に改修工事を行う階の数から１を減じた数を乗じて得た額の2/3が上限。）
　　②避難上有効なバルコニーの設置に要する費用相当額の2/3の額。
　　　（ただし、40万円に改修工事を行う階の数を乗じて得た額の2/3が上限。）
　　③直通階段と一定程度隔離した別方向の位置にある居室や廊下等の避難区画化にかかる改修工事に要する費用相当額の2/3の額。
　　　（ただし、85万円に当該改修工事を行う箇所の数を乗じて得た額の2/3が上限。）
　　④直通階段等の竪穴部分の防火・防煙区画化に要する費用相当額の2/3の額。
　　　（ただし、15万円に当該改修工事を行う箇所の数を乗じて得た額の2/3が上限。）
【火災安全対策改修モデル補助事業】
　対象となる火災安全対策改修のうち、事業成果の報告を条件に、技術面又は事業プロセス面において工夫が必要なものに対して、
予算の範囲内で、設計費及び工事費の10/10を補助する。
・補助上限
　・改修設計：改修設計費用相当額。
　　（ただし、20万円に改修設計を行う階の数を乗じて得た額が上限。）
　・改修工事：次に掲げる費用の合計額。
　　（ただし、150万円に改修工事を行う階の数を乗じて得た額が上限。）
　　①直通階段の増設に要する費用相当額。
　　　（ただし、130万円に改修工事を行う階の数から１を減じた数を乗じて得た額の2/3が上限。）
　　②避難上有効なバルコニーの設置に要する費用相当額。
　　　（ただし、45万円に改修工事を行う階の数を乗じて得た額の2/3が上限。）
　　③直通階段と一定程度隔離した別方向の位置にある居室や廊下等の避難区画化にかかる改修工事に要する費用相当額。
　　　（ただし、90万円に当該改修工事を行う箇所の数を乗じて得た額の2/3が上限。）
　　④直通階段等の竪穴部分の防火・防煙区画化に要する費用相当額。
　　　（ただし、20万円に当該改修工事を行う箇所の数を乗じて得た額の2/3が上限。）

R5 R10

7,357,291,000 6,956,180,000合計


